
補償の内容
【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

●お支払いする主な保険金
（１）死亡保険金：

事故によりケガをされ、亡くなられたとき（事故の発生の日からその
日を含めて180日以内に死亡した場合）、保険金額の全額をお支払い
します。ただし、すでに医療保険金のお支払いがある場合は、その金
額を差し引いてお支払いします。

（２）後遺障害保険金：
事故によりケガをされ、重度後遺障害を永久に残した場合（事故の
発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害が生じた場
合）、保険金額の全額をお支払いします。
ただし、すでに医療保険金のお支払いがある場合は、その金額を差し
引いてお支払いします。

著しく保険金請求の頻度が高いなど、公平性を逸脱する極端な保険金請
求があった場合には、次回以降の継続加入をお断りしたり、加入タイプを
制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時
価額を超えない範囲でお支払いします。
※賠償金額の決定については、事前に損保ジャパンの承認が必要です。
※過失割合に応じた対応になります。

自転車運転中、
他人にケガをさせてしまった。

自転車運転中、
車にキズをつけてしまった。

●医療保険金の支払いを受けられる期間中にさらに医療保険金の支払いを
受けられるケガを被った場合は、最初の事故の発生の日からすべてのケガ
の医師の治療が終了した日までの期間を治療期間として適用します。
●2つ以上の等級に同時に該当する場合は、最上級の等級により医療保険金
をお支払いします。
●上記（１）～（３）の保険金は重複して支払うことができますが、保険期間を
通じて「死亡または重度障害」の保険金額が限度です。
●この保険は、健康保険、政府労災保険や賠償金などとは関係なくお支払い
します。

＜自転車賠償責任プラン＞ ＸＪ・ＡＪ・ＢＪ・ＣＪコースにセットされます。
日本国内において、自転車または身体障がい者用車いすの所有、使用また
は管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、
誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等（注）を運行不能にさせたこと
等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、下記損害賠償金および
費用（訴訟費用など）の合計金額をお支払いします。ただし、１回の事故
につき損害賠償金は賠償責任の保険金額を限度とします（自己負担額は
ありません）。この特約における被保険者は、次の①または②のいずれかに
該当する者をいいます。
①本人
②本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その
他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者
（本人の親族にかぎります。）。 ただし、本人に関する事故にかぎります。

（１）法律上の損害賠償金
　　●身体賠償事故の場合  治療費、休業損失、慰謝料
　　●財物賠償事故の場合  修理費など
（２）被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用
（３）訴訟となった場合の訴訟費用や弁護士費用　　　　　   　　　  など

保険金額 1億円限度

※重度後遺障害とは次のような場合をいいます。
①両眼が失明したもの。  ②咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの。
③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
⑤両上肢をひじ関節以上（注）で失ったもの。  ⑥両上肢の用を全廃したもの。
⑦両下肢をひざ関節以上（注）で失ったもの。  ⑧両下肢の用を全廃したもの。
（注）「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。

（そ）
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交通傷害事故に
おけるケガの程度

保険金コース

AX B C

（３）医療保険金：
事故によりケガをされ、医師の治療を受けた場合は、その治療期間に
対し、次の区分による金額を医療保険金として被保険者にお支払いし
ます。（治療費等、実費のお支払いではありません。）

①～③に該当しない場合、保険金のお支払いはできません。
お支払いできない例：
●歩行中の単独による転倒　 ●駅の改札内や階段で転倒
●バスや電車に搭乗中、車内で転倒
●自転車搭乗中、転倒しなかったが手足を痛めた
●身体障がい者用車椅子に搭乗中、屋内で転倒
※事故場所が自宅、病院、福祉施設、百貨店等の場合は屋内である
ため、交通事故とは判断できず、対象外
※一方、事故場所が「道路」ないしは「道路に準ずべき場所」において
生じた場合は対象

１.保険金をお支払いする主な場合
＜区民交通傷害＞
日本国内・国外を問わず、次の①～③のいずれかに該当する交通事故に
よりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
①搭乗している車両の衝突、つい落、転覆、火災、爆発等
②搭乗している車両からの転落
③車両に搭乗していない場合の運行中の車両との衝突、接触等

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利
益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入
になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）
にも、このリーフレットに記載した内容をお伝えください。
また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。

■商品の仕組み
市民交通傷害保険普通保険約款に区民交通傷害保険特約・自転車および
車いすによる賠償責任補償特約（自転車賠償責任プランのみ）・被害事故
補償特約をセットしたものです。

■保険契約者
港区

■保険期間
令和7年4月1日午前0時から令和8年3月31日午後12時までの1年間となります。
ただし中途加入は、お申込みの翌月1日から令和8年3月31日までです。

■お手続方法
P.2の加入方法と申込期間をご確認ください。

■引受条件（保険料、保険料払込方法等）
●加入対象者
保険開始時点で港区に住所のある方および在勤者・在学者ならどなた
でも加入でき、年齢や職業による制限はありません。
同一被保険者につき、一人一口の加入になります。
他区で区民交通傷害保険に加入の場合は、重複して加入できません。
複数口の加入が確認された場合、無効になります。
●被保険者（加入方法ごとに以下となります。）
・加入申込書の「保険加入者氏名」欄に記入されている方となります。
・WEB専用サイトの申込手続画面で「お名前」欄に入力された方となります。
●中途加入
保険期間の中途でのご加入は、WEB専用サイトで、令和7年4月1日（火）
から令和8年1月31日（土）まで受付をしています。その場合の保険期間は、
受付日の翌月1日から令和8年3月31日午後12時までとなります。
●中途脱退
この保険から脱退（解約）される場合は、区の区民交通傷害保険窓口にご連絡ください。
●保険料払込方法
P.2の加入方法と申込期間をご確認ください。

■満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

この保険のあらまし（契約概要のご説明）

※後遺障害等級表（主なもの）

第１級 両眼失明。咀しゃく・言語の機能を廃したもの                         等

等 級 後遺障害

第２級 1眼が失明し他眼の矯正視力が0.02以下。両上肢を手関節以上で失った  等

第３級 1眼が失明し他眼の矯正視力が0.06以下。咀しゃくまたは言語の機能を廃した  等

第４級 両眼の矯正視力が0.06以下。両耳の聴力の全廃。1下肢をひざ関節以上で失った  等

②ひき逃げによる被害事故
運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との
衝突、接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突、接触、火災、
爆発等の交通事故により、その生命または身体を害される事故で、その
事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、
被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の
現場を去った場合。

●お支払いする主な保険金
（１）死亡の場合

逸失利益、精神的損害、葬儀費用
（２）重度の後遺障害（後遺障害等級第１級から第４級）が生じた場合

逸失利益、精神的損害　                                                    など
●支払保険金の算出
約款に規定する算定基準により損害額を算出し、下記の項目がある場合には、
その金額を差し引き、下記保険金額を限度に保険金をお支払いします。
（１）自賠責保険等からの給付　     （２）対人賠償保険（共済）からの給付
（３）加害者等から取得した賠償金  （４）労働者災害補償制度による給付
（５）犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する

法律からの給付  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

死　　亡 後遺障害１級 後遺障害２級 後遺障害３級 後遺障害４級
６００万円 ６００万円 ５３４万円 ４６８万円 ４１４万円保険金額

（そ）

（そ）

＜被害事故補償プラン＞
日本国内・国外を問わず、下記の事故により、死亡や所定の重度の後遺障害
を被ったときに保険金をお支払いします。
①犯罪行為による被害事故
人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者
の生命または身体が害される事故
※加害者の過失による行為の事故は対象となりません。

死亡または
重度後遺障害

180日以上の
継続入院治療

90日以上の
継続入院治療

60日以上の
継続入院治療

治療期間180日以上かつ
治療実日数90日以上

治療期間90日以上かつ
治療実日数45日以上

治療期間30日以上かつ
治療実日数15日以上

治療期間15日以上かつ
治療実日数7日以上

治療期間15日未満または
治療実日数7日未満

600万円

120万円

65万円

35万円

20万円

15万円

10万円

5万円

3万円

350万円

60万円

35万円

23万円

13万円

10万円

6万円

3万円

2万円

150万円

34万円

23万円

15万円

9万円

7万円

4万円

2万円

1万円

35万円

10万円

7万円

5万円

4万円

3万円

2万円

1万円

5千円

（注）「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する
　　 陸上の乗用具をいいます。

（保険料は掛捨です。）［保険期間1年間］
次の7つのコースから1つのコースを選んでご加入ください。
※複数のコースへのご加入はできません。
※全コースに被害事故補償（最高保険金額600万円）を自動セットします。

コースの種類と保険料コースの種類と保険料

コース 補償内容 （参考）年額保険料

C

A

区民交通傷害Xコース
＋自転車賠償責任プラン 1,500円

B

AJ

XJ

BJ

CJ

区民交通傷害Aコース
＋自転車賠償責任プラン 2,200円

区民交通傷害Bコース
＋自転車賠償責任プラン
区民交通傷害Cコース
＋自転車賠償責任プラン

3,000円

4,300円

区民交通傷害Aコース 1,200円
区民交通傷害Bコース
区民交通傷害Cコース

2,000円
3,300円

※治療期間とは、事故の発生の日から傷害に対する治療が終了した日までの期間をいいます。
※継続入院治療とは、治療期間のうち継続して入院治療を受けたことをいいます。
※治療実日数とは、治療期間のうち入院または通院した日数の合計日数をいいます。

最高保険金額
35万円   （交通傷害）
＋1億円（自転車賠償）
150万円 （交通傷害）
＋1億円（自転車賠償）
350万円 （交通傷害）
＋1億円（自転車賠償）
600万円 （交通傷害）
＋1億円（自転車賠償）
150万円 （交通傷害）
350万円 （交通傷害）
600万円 （交通傷害）

※中途加入の場合、保険開始日により保険料が異なります。WEB専用サイトに表示
　される保険料をご確認ください。

車にはねられた 歩行中自転車と
ぶつかりケガをした

車を運転中に
ぶつかりケガをした

自転車で転倒して
ケガをした

自転車搭乗中に自動車と
接触してケガをした

車が衝突し
ケガをした
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